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＜意見＞
人生１００年時代、中原市長も選挙期間中に言われていたと思うのですが、市庁舎跡地は、高齢
者、障害者の社会参加促進を目的とした施設を建設してほしいです。全世代をターゲットにする
と、曖昧な拠点になりそうです。若者をターゲットとした施設は、屋外プール跡地等で検討いただ
ければと思います。
希望の目的に対して、問答を繰り返し、太字の対策を導きました。
目的：高齢者、障害者の社会参加促進
（目的を達成するためには以下が必要と考えます。）
・介護予防のための健康づくり、交流の場の整える。
（そのためには、以下が必要が考えます。）
→①仕事の充実、②スポーツの充実、③文化活動の充実
（そのためには、以下が必要と考えます。）
→　①仕事の斡旋してくれる場を整える。
→　②ぼっちゃ等の屋内競技ができる場、アクアビスク等ができる温水プール等を整える。
→　③囲碁、麻雀等ができる場を整える。
人生１００年時代。健康寿命をのばすための施設を建設してほしいです。
社会福祉協議会は、その目的が、高齢者、障害者、子育て、生活上の困りごとに関することであ
り、市庁舎跡地に、事務所を確保することに異議はありません。
民間の活用（民間の老人福祉センタ）はあるにこしたことはありませんが、無理に招致する必要は
ないと思います。民間の活用は、コンビニ　あるいは　スーパー　ぐらいで良いと思います。

　基本構想における施設整備方針のうち、民間活用を検討する項目としまして「高齢者の生きがい
づくりの場」、「障がい者の生活支援の場」、「誰もが集える場」、「その他」を挙げています。
これは、高齢者や障がい者など年代や利用者を限定することなく、子育て支援、若者の貧困、ヤン
グケアラーといった社会的課題や複合化した課題に対応することを意図したものとなっています。
　また、今回の基本構想につきましては、市として必要とする機能や整備の手法など基本的な考え
方や施設整備の方向性を示すものとしています。その中でも民間のアイデアやノウハウについてで
きるだけ活用する方針としており、今後、民間事業者からも意見を伺いながら具体的な用途につい
て検討してまいりますので頂きましたご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。

吉川市庁舎跡地利用
中川に近いため、近年自然災害多くなってきため、災害強いある程度耐えられる建物して、重度障
害者（障害重複方・医療的ケア障害者・障害児）市内の公共施設に福祉施設場所不足受け入れる人
数制限があると、私たちは、避難弱者は、放送流れる前に、前日から避難したくても、一人ではと
ても困難です。
市内は民間介護事業所・NPO障害者施設たくさんありますが、利用者している方以外受け入れないた
め、利用してない・登録してない方、他の障害施設通所している方、難病方は、医療器具と一緒に
持っていく方など多く、庁舎跡地に災害時に受け入れできるように、市と社会福祉協議会兼任し
て、市民命を守ることを考えてほしい。
視覚障害者場合、光と音に頼る世界で、見える世界と全く違う。一人避難できず自宅残り亡くなら
れるまた怪我あっても発見遅れる方が多い状況です。
視覚障害者・重複障害者・難病方・家族いない障害者など含めて重点おいて考えてほしい。

現在、障害施設多い分野・知的障害・発達障害多い。

視覚障害者・重複障害者施設ないため、吉川市から転居するしかない現実です。
通院先近く地域へ・移動支援できる・利用できる地域へ転居と入所するしかない。
多様性で考えなければいけないが。他の地域重要施設も定員超えて入所など待つ方増えていく。

自分で歩ける・自分で判断できる方もいる、いつ病気さらに悪化すれば自宅から、他のることでき
ず、孤独なります。
専門相談員と研修できる場所作って欲しい
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　本構想におきましては、複雑化・多様化する社会課題に対応するため、「高齢者の生きがいづく
りの場」、「障がい者の生活支援の場」、「誰もが集える場」、「その他」という４項目を挙げて
おります。いただきましたご意見のうち、「災害時の受け入れ」につきましては、民間事業者から
も意見を伺いながら具体的な用途について検討する上で今後の参考とさせていただきます。

　また、障がいのための施設につきましては、利用者のニーズに合うことが大切だと考えており、
近年では、生活介護やグループホームなどの新規開設があり、事業所は増えている状況です。
　専門相談員につきましては、障がいニーズが複雑化・多様化するなか、専門機関による総合相談
窓口となる「基幹相談センター」（社会福祉法人彩凜会に委託）を設置し、様々な相談に対応させ
ていただいているところです。今後につきましても障がいのある方が吉川市で安心して暮らし続け
ていけるよう、各事業所や関係機関と連携を図ってまいります。事業所のご利用を検討される場合
は、一緒に考えてまいりますので、障がい福祉課へご相談ください。

　

３　提出のあったご意見の内容とそれに対する市の考え方


